
◆　健保マイページにご登録できない場合、健保ホームページ掲載の「任意継続資格取得申出書」を

出力し、郵送にて健保までご提出ください。

■任意継続マイページフローチャート

健保マイページログイン後、

「プロフィール設定画面」より

メールアドレスをプライベートアドレスに

変更してください

新規ご登録

健保マイページの申請書ボタンから任意継続の申請をしてください

健保マイページの登録をしている

登録アドレスは会社のメールアドレスのみである

メールにて健保マイページの再交付申請をしてください

仮ID/パスワードを発行いたします（１回/月）

→　ご自宅に簡易書留にてお送りいたします

はい

はい
いいえ

いいえ


